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Vol.1225 

令和６年３月 15 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体      御 中 
←厚生労働省老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

今回の内容 

「令和６年度介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 

15 日）」の送付について 
計 112 枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3971、3979、3938) 

F A X  : 03-3595-4010 
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【居住系サービス・施設系サービス】 

○ 協力医療機関について 

問 124 連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア

病棟を持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのよ

うに把握すればよいか。 

（答） 

  診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに

掲載されているので参考とされたい。 

 

（地方厚生局ホームページ） 

以下のホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が

該当する医療機関となります。 

 在宅療養支援病院：（支援病１）、（支援病２）、（支援病３） 

 在宅療養支援診療所：（支援診１）、（支援診２）、（支援診３） 

 在宅療養後方支援病院：（在後病） 

 地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）：（地包ケア１）、（地包ケア

２）、（地包ケア３）、（地包ケア４） 

 

※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に 200床未満

（主に地包ケア１及び３）の医療機関が連携の対象として想定されます。 

※令和６年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受

け入れる病棟であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されませんの

で、ご留意ください。 

 

■北海道厚生局 

＜在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院＞ 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_juri_ic

hiran.html 

 ※「保険医療機関（医科）」のファイルをご参照ください。 

＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）＞ 

kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_komokubetsu.html 

 ※「特定入院料（その２）」のファイルをご参照ください。 

 

 

 

http://#
http://#
http://#
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■東北厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/201805ko

ushin.html 

 ※在宅療養支援病院等：＜１１＞のファイルをご参照ください。 

地域包括ケア病棟入院料：＜９＞のファイルをご参照ください。 

 

■関東信越厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html 

 ※在宅療養支援病院等：施設基準届出状況（全体）の「医科」のファイルをご参照くださ

い。 

地域包括ケア病棟入院料：「届出項目６」のファイルをご参照ください。 

 

■東海北陸厚生局 

＜在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院＞ 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00349.html 

 ※「届出受理医療機関名簿（医科）」のファイルをご参照ください。 

＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）＞ 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00350.html 

 ※「特定入院料（その２）」のファイルをご参照ください。 

 

■近畿厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.

html 

 ※在宅療養支援病院等：「施設基準の届出受理状況（全体）」のファイルをご参照ください。 

地域包括ケア病棟入院料：「特定入院料」の該当ファイルをご参照ください。 

 

■中国四国厚生局 

kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri_00002.html 

 ※在宅療養支援病院等：「在宅医療医科」のファイルをご参照ください。 

地域包括ケア病棟入院料：「特定入院料等２」のファイルをご参照ください。 

 

■九州厚生局 

＜在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院＞ 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html 

 ※各都道府県の「医科」ファイルをご参照ください。 

http://#
http://#
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＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）＞ 

kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_jiko/koumoku_bets

u.html 

 ※「地域包括ケア病棟入院料」の記載のあるファイルをご参照ください。 

 

 

【施設系サービス】 

〇 協力医療機関について 

問 125 「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保

していること」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければな

らないのか。 

（答） 

入所者の急変時等に必ず協力医療機関に搬送しなければならないということではなく、

状況に応じて救急車を呼ぶなど、臨機応変に対応いただきたい。 

 

○ 栄養ケア・マネジメント、栄養マネジメント強化加算 

問 126 「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管

理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して

栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養

マネジメント強化加算の留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」と

なっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。 

（答） 

管理栄養士及びその他の必要な職種により多職種共同で栄養ケア計画の作成等の栄養

管理を行う必要があるが、記載されている全ての職種の関与及び配置は必須ではない。 
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